
 

 

 

 

 

 

 

謹 賀 新 年 

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます 

本年もよろしくお願い申し上げます 

令和５年 元旦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞与を支給した場合は「賞与支払届」、不支給の場

合は「賞与不支給報告書」を提出することになっ

ています。賞与の額は、年金額の算出の基礎とな

りますので、提出漏れに注意しましょう。 

●社会保険料の徴収について 

社会保険は、原則として月中で退職した場合は、

その月はカウントせず、保険料は徴収されません

例えば 12 月 10日に賞与を支払い、12 月の月中

（12 月 30 日まで）退職の場合、支給した賞与か

らは、社会保険料を徴収しません。 
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４月から月間６０時間を超える時間外労働の 

割増率の引き上げ（中小企業） 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

賞与支払届の提出について！！ 

 


